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企業年金を取り巻く環境

従業員年齢構成の高齢化

運用環境の継続的悪化

法定・法定外福利厚生費（人件費）の増大

年功・勤続をベースにした処遇の限界

母体企業による年金債務の補填

積立不足の深刻化による株価への悪影響

厚生年金基金の代行返上問題
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退職給付の対給与総額比率
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　厚生年金基金の運用利回り（修正総合利回り）
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企業年金の新課題

年金財政の悪化や母体企業の倒産への備え

労働市場の流動化への対応

企業年金の再編成；企業年金２法の制定

情報開示や支払保証システムの確立

年金通算制度やポータビリティの確保

規約型企業年金と基金型企業年金の新設
確定拠出年金の導入
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確定拠出年金の登場

退職金前払いの受け皿商品；従業員金融
商品・従業員投資商品

国家責任；拠出の非課税・損金算入など税制

優遇措置、制度枠組みの設計（パターナリズムの発揮）

会社責任；集団投資スキームの体制作りと

投資教育の必要性
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確定拠出年金の対象者と拠出限度額

基礎年金

厚生年金保険・共済年金

企業年金等

限度額
月１万８千円

限度額
月３万６千円

企業型

限度額
月１万５千円

限度額
月６万８千円
ただし、国民年金
基金等の掛金
と合算

個人型

公務員と
第３号
被保険者
は加入
対象外

国民年金基金
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確定拠出年金：用語の整理（１）

拠出限度枠内で個人
が負担

全額所得控除

掛金拠出拠出限度枠内で企業
が負担

全額損金算入

確定拠出年金を未導
入の企業に属する従
業員と、自営業者等

希望による任意加入

対象加入者実施企業の従業員

一律加入か希望加入

国民年金基金連合会
による確定拠出年金
規約

規約形態労使合意による確定
拠出年金規約

個人型比較ポイント企業型
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確定拠出年金：用語の整理（２）

・加入者自身が自らの持分について運用指図を行う
・元本確保型商品を含む３つ以上の選択肢の提示
・最低限、３ヶ月に一度は運用先・資産配分の変更を認める
・加入者の投資教育や保護に関する規定

拠出掛金による年金資産を企業財産から
分離して保全する、運用商品の売買・保
管、給付の支払い

資産管理機関
の業務内容

加入者に対する運用商品の提示や
関連する情報の提供、加入者の運
用指図の取り纏め、記録管理業務

運営管理機関
の業務内容

（自社も可）

運用について
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確定拠出年金導入の見返り

従業員の老後保障設計の自由度・裁量性

の増加

労働生産性効果を最大限発揮させるため

の創意工夫が可能になる

ポータビリティ確保によるメリット

代行の返上や年金債務の解消

勤続に拘らない生涯の貢献度合いの反映

年功賃金の修正や成果主義導入を容易に

短期転職者の不公平感の払拭、中途採用の活発化
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個人持分が明確

管理・運用手数料が嵩む
と実質金利が下がる

年金給付が金利の変動を
受けて変化するために、
生活設計が立てにくい

所得代替率が確定している
ため、生活設計が立てやす
い（経済変動リスクに対処
可能）

受給権付与規定の必要性

利点と問題点

基本的には（仮想）個人口
座に拠出を積み立て資産
管理する

年金加入者全員の資産を
纏めて管理し、運営組織が
責任をもって運用する

資産管理と

資金運用

給与の一定比率を個別に積
立て、その合計金額（元金）と
運用成果（付与金利）の合計
額が事後的に決まる

所得代替率の確定

⇒年金給付が最終給与や

勤続年数に依存する

給付の決定方式

確定拠出型確定給付型
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企業型加入者数の推移
企業型加入者数（万人）
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個人型加入者数の推移
個人型加入者数（千人）
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確定拠出年金の実態調査

１．趣旨
確定拠出年金の導入実態を把握するために、導入され
た年金プランの概要、投資教育や資産運用等の状況の
ほか、実務面に関する意見や要望などについて、実施企
業及び加入者を対象に実態調査を行う。
２．調査対象
（１）企業調査
原則として、全ての導入企業を対象とする。
（２）個人（加入者）調査
企業型 １，２００名（対象１００社程度、年齢別に抽出調査）
個人型 ４００名（年齢別に抽出調査）
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アンケートの調査項目

調査項目

調査実施機関 生活福祉研究機構（主査 田村正雄氏）、国民年金基金連合会
調査実施時期 平成１４年１０月１日

（１）企業調査
① 企業の概要、② 導入の目的、導入までの準備状況、③ 他の退職給付の状況
④ 従業員の加入・掛金・給付の状況、⑤ 運営管理機関の状況、⑥ 投資教育
⑦ 各手数料、⑧ 実施企業としての意見・要望及びその理由

（２）個人（加入者）調査
① 加入者の状況、② 投資教育の状況と評価
③ 運用や記録管理に関する会社の業務の評価
④ 資産運用の具体的な状況

⑤ 加入者としての意見・要望及びその理由
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アンケート分析上の注意点

＊回収率がやや低く、欠損値も多い。そのために、回答者
グループと無回答者グループの属性に偏りがあり、サン
プルの母集団代表性にやや問題がある。

⇒回収率の引上げや、回答率の向上が課題となる。

最終的なサンプル数は、企業数（規約数）６７社、

個人加入者６０１名

＊分析方法としては、クロス集計とプロビット分析が中心
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企業調査；回答企業の特性
全企業数６７社のうち、従業員規模別（加入者規模別）、業
種別の会社数は下表の通りである。

６７
（不明２）

６７
（不明３）

合計

3(4.7%)8(12.5%)１００００人以上

1(1.6%)1(1.6%)５０００人以上９９９９人以下

7(10.9%)11(17.2%)１０００人以上４９９９人以下

10(15.6%)5(7.8%)５００人以上９９９人以下

7(10.9%)7(10.9%)３００人以上４９９人以下

10(15.6%)7(10.9%)１００人以上２９９人以下

24(37.5%)22(34.4%)１０人以上９９人以下

3(4.7%)3(4.7%)１０人未満

加入者規模別
社数

従業員規模別
社数

企業規模

100.0 67合計

16.4 11不明

25.4 17サービス業

3.0 2不動産業

13.4 9金融・保険業

22.4 15卸売・小売業

1.5 1運輸・通信業

11.9 8製造業

6.0 4建設業

割合(%)社数業種
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Ⅰ 確定拠出年金の導入理由等について

＜確定拠出年金の導入理由＞
「従業員が自らライフ・プランを考える契機」（５２％）
「企業会計改革に合わせた退職給付債務の解消」（３７％）
「福利厚生の充実・見直し」（３７％）
「従業員の老後生活保障の多様化」（３６％）
「給与、報酬体系の再構築」（３３％）
「企業の財務体質の改善」（２７％）

現段階で「転職時などのポータビリティの確保」
「新規人材確保に向けた魅力向上」などの理由
を挙げる企業は少数
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Ⅱ 他の退職給付の状況（１）ー従業員規模別の状況ー
調査時点で確定拠出年金以外の退職給付がある割合は７割である。これを規模別に見る
と、｢１０人未満｣で「ない」比率が「ある」比率を上回り、「１０人から９９人」と「３００人から４
９９人」の企業で「ない」比率が相対的に高い。それ以外では、「ある」と回答した比率が７
割から９割弱である。
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Ⅱ 他の退職給付の状況（２）ー産業・業種別の状況ー

「現時点での退職給付の有無」を業種別に見ると、製造業と不動産業ではすべての企業
が「ある」を選択しており、建設業、卸売・小売業、金融・保険業、サービス業でも、６割から
７割５分が「ある」を選択している。
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Ⅲ 掛金、給付等の状況について（１）
ー掛金の上限金額（月額）の分布ー
規約に定める掛金の上限金額は平均値で２０，４１８円（月額）であり、そ
の下限金額は７，０４４円（月額）である。

１３，８５４円２５，０１１円２０，４１８円

１００１００合計

―５３３６，０００円丁度

―６３０，０００円以上３６，０００円未満

―０２５，０００円以上３０，０００円未満

―３２０，０００円以上２５，０００円未満

５０３１８，０００円丁度

１３６１５，０００円以上２０，０００円未満
（１８，０００円を除く）

８３１０，０００円以上１５，０００円未満

２５２４５，０００円以上１０，０００円未満

４３５，０００円未満

他年金あり（％）他年金なし（％）金額の区分
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Ⅲ 掛金、給付等の状況について（２）
ー平均掛金月額の分布ー
全加入者の掛金月額の平均値は１２，０３１円（５８社平均）
である。

１１，２４３円１３，６０８円１２，０３１円

１００１００合計

―８３０，０００円以上３６，０００円未満

―１１２５，０００円以上３０，０００円未満

―８２０，０００円以上２５，０００円未満

９１１１５，０００円以上２０，０００円未満

２２２５１０，０００円以上１５，０００円未満

４８２２５，０００円以上１０，０００円未満

２２１４５，０００円未満

他年金あり（％）他年金なし（％）金額の区分
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Ⅲ 掛金、給付等の状況について（３）
ー掛金の上限金額と平均掛金額の相関ー

なお、企業型加入者のうち、掛金が上限金額の割合は、３３％である。

掛金月
額

単位
%

上限金
額

５ 千 円
未満

１ 万 円
未満

１ 万 ５
千円未
満

２ 万 円
未満

２ 万 ５
千円未
満

３ 万 円
未満

３ 万 ６
千円

合計

５ 千 円
未満

3.8 3.8

１ 万 円
未満

9.4 17.0 26.4

１ 万 ５
千円未
満

1.9 1.9 1.9 5.7

２ 万 円
未満

1.9 11.3 11.3 3.8 28.3

２ 万 ５
千円未
満

1.9 1.9

３ 万 ６
千円

1.9 3.8 11.3 5.7 1.9 7.5 1.9 34.0

合計 19.0 34.0 26.4 9.4 1.9 7.5 1.9 100.0
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Ⅳ．手数料について（１）

各種手数料については、運用関連業務、記録関
連業務そして資産管理業務に分け、さらに各々
について１人当たりの初期費用と月額の維持管
理費用を質問している。

それを従業員規模別に比較することで、各業務
の手数料に「規模の利益」が作用することが示さ
れる。

ただし、投資教育に要する手数料については、こ
うした傾向は見られない。
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Ⅳ．手数料について（２）
運用関連業務に掛かる初期費用の１人当たり金額は、平均値で４，１９１円（５４社平均）、その
維持管理費用の月額は３２６円（５２社平均）である。それを、従業員規模別に比較すると、初期
費用については「１００人から２９９人」で、８，６７７円（７社平均）と最高であり、「１０００人から４
９９９人」で最低の７４８円（８社平均）となっている｡維持管理費用については、「１００人から２９
９人」で最高の５３３円（７社平均）であり、最低は「１０００人から４９９９人」の２３６円（８社平均）
である｡

運用関連業務手数料（初期費用）

¥0

¥1,000

¥2,000

¥3,000

¥4,000

¥5,000

¥6,000

¥7,000

¥8,000

¥9,000

¥10,000

 全
　
体

10
人
未
満

10
～
99
人
 1
00
～
 2
99
人
 3
00
～
 4
99
人
 5
00
～
 9
99
人
10
00
～
49
99
人
10
00
0人
以
上

運用関連業務手数料（維持管理費用）

¥0

¥100

¥200

¥300

¥400

¥500

¥600

 全
　体
10
人
未
満
10
～
99
人
 1
00
～
 2
99
人
 3
00
～
 4
99
人
 5
00
～
 9
99
人
10
00
～
49
99
人
10
00
0人
以
上
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Ⅳ．手数料について（３）
記録関連業務に掛かる初期費用の１人当たり金額は、平均値で２，８４３円（４３社平均）、その
維持管理費用の月額は７５７円（４２社平均）である。それを、従業員規模別に比較すると、初期
費用については「１０人から９９人」で、３，６９４円（１５社平均）と最高であり、「１００００人以上」
で最低の３０３円（６社平均）となっている｡維持管理費用については、「１０人から９９人」で最高
の８２７円（１５社平均）であり、最低は「５００人から９９９人」の２４６円（３社平均）である｡

記録関連業務手数料（初期費用）

¥0
¥500
¥1,000
¥1,500
¥2,000
¥2,500
¥3,000
¥3,500
¥4,000

 全
　体

10
～
99
人
 1
00
～
 2
99
人
 3
00
～
 4
99
人
 5
00
～
 9
99
人
10
00
～
49
99
人
50
00
～
99
99
人
10
00
0人
以
上

記録関連業務手数料（維持管理費用）

¥0
¥100
¥200
¥300
¥400
¥500
¥600
¥700
¥800
¥900

 全
　体
10
～
99
人
 1
00
～
 2
99
人
 3
00
～
 4
99
人
 5
00
～
 9
99
人
10
00
～
49
99
人
50
00
～
99
99
人
10
00
0人
以
上
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Ⅳ．手数料について（４）
資産管理業務に掛かる初期費用の１人当たり金額は、平均値で２，１５８円（４０社平均）、その
維持管理費用の月額は２４９円（５１社平均）である。それを、従業員規模別に比較すると、初期
費用については「１０人から９９人」で、５、２５４円（１４社平均）と最高であり、「１００００人以上」
で最低の１２１円（６社平均）となっている｡維持管理費用については、「１０人から９９人」で最高
の２９７円（７社平均）であり、最低は「１０００人から４９９９人」の４９円（９社平均）である｡

資産管理費用（初期費用）

¥0

¥1,000

¥2,000

¥3,000

¥4,000

¥5,000

¥6,000

 全
　体

10
～
99
人

 1
00
～
 2
99
人

 5
00
～
 9
99
人
10
00
～
49
99
人

10
00
0人
以
上

資産管理費用（維持管理費用）

¥0

¥50

¥100

¥150

¥200

¥250

¥300

¥350

 全
　体

10
～
99
人

 1
00
～
 2
99
人

 5
00
～
 9
99
人
10
00
～
49
99
人

10
00
0人
以
上
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Ⅳ．手数料について（５）
投資教育に要する費用について、導入時点の１人当たり費用は平均値で１，７２２円（４９社平
均）であり、継続教育に要する１人当たり費用は月額で１３９円（４０社平均）である。それを、従
業員規模別に比較すると、初期投資教育については「１，０００人から４９９９人」で、２，４５５円
（１１社平均）と最高であり、「５００人から９９９人」で最低の１，１４７円（５社平均）となっている｡
継続投資教育については、「３００人から４９９人」で最高の４１７円（７社平均）であり、最低は「１
０人から９９人」の７１円（２２社平均）である｡

投資教育手数料（初期費用）

¥0

¥500

¥1,000

¥1,500

¥2,000

¥2,500

¥3,000

 全
　
体

10
～
99
人
 1
00
～
 2
99
人
 3
00
～
 4
99
人
 5
00
～
 9
99
人
10
00
～
49
99
人
10
00
0人
以
上

投資教育手数料（継続費用）

¥0

¥50

¥100

¥150

¥200

¥250

¥300

¥350

¥400

¥450

 全
　
体

10
～
99
人
 1
00
～
 2
99
人

 3
00
～
 4
99
人
 5
00
～
 9
99
人
10
00
～
49
99
人

10
00
0人
以
上
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Ⅴ．運用商品について（１）
企業が加入者に提供している運用商品数は、平均で１３．３であり、その内の元
本確保型商品数は平均で２．９である｡
運用商品類型別では、「預貯金」２．３、「株式投資信託」７．６等となっている。

１３．３運用商品全体

０．９保険商品

０．１株式

０．５債券

７．６株式投資信託

１．５公社債投資信託

０．３信託商品

２．３預貯金

運用商品数運用商品類型
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Ⅴ．運用商品について（２）
資産残高割合については、「預貯金」「株式投資信託」が全年齢で概ね
３割台、「公社債投資信託」が１割５分程度であるが、４０歳代の「株式投
資信託」の割合は４割を超えている。

１００．０１００．０１００．０１００．０１００．０合計

５．０４．８４．６５．０３．４保険商品

１．６１．９１．６１．７２．９株式

１．７２．１２．６１．７１．７債券

３７．９４３．９３７．９３５．５３３．０株式投信

１７．４１３．０１６．４１６．２１５．１公社債投信

０．６１．０１．９１．５０．３信託商品

３５．８３３．３３５．１３８．６４３．７預貯金

５０歳代４０歳代３０歳代２０歳代１０歳代商品類型
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個人調査；回答加入者の特性

３３人
６０人

（内、国民年金基金加
入者３２人）

合計 ９５人
（内不明２人）

第２号被保険者第１号被保険者個人型

１５７人３４６人
合計 ５０４人
（内不明１人）

希望による加入者勤務先での一律適用者企業型

１００．０６０１人
（内不明５人）

合 計

５．０３０人５５歳以上

１０．４６２人５０歳以上５５歳未満

１０．７６４人４５歳以上５０歳未満

１４．３８５人４０歳以上４５歳未満

１６．１９６人３５歳以上４０歳未満

２０．３１２１人３０歳以上３５歳未満

１８．５１１０人２５歳以上３０歳未満

４．７２８人２０歳以上２５歳未満

割 合
（％）

人数年齢区分
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Ⅰ．加入状況について（１）
「企業型希望加入者」と「個人型加入者」による加入理由を比較すると、「企業型」では、
「自ら資金運用する良い機会」４２．０％、「自助努力により老後生活に備える」３１．８％そ
して「公的年金だけでは老後生活が不安」３１．２％となっている。これに対して、「個人型」
では、「公的年金だけでは老後生活が不安」５２．６％、「税金等を考慮して老後資産形成
に有利」４７．４％そして「自助努力により老後生活に備える」４４．２％の順に多い。

加入理由　企業型と個人型

39.3

15.5

32.9 30.6

11.5

31.2 31.8

18.5
24.2

42.0

4.5

52.6

12.6

44.2

5.3

47.4

23.2
13.5

36.5

17.2
11.6

0

10

20

30

40

50

60

公
的
年
金
だ
け
で
は

老
後
生
活
が
不
安

企
業
年
金
・
退
職
金

不
十
分
老
後
不
安

自
助
努
力
に
よ
り
老

後
生
活
に
備
え
る

転
職
し
て
も
継
続
的

に
資
産
形
成
出
来
る

税
金
等
考
慮
し
て
老

後
資
産
形
成
有
利

自
ら
資
金
運
用
す
る

良
い
機
会

取
引
の
あ
る
金
融
機

関
等
か
ら
薦
め
ら
れ

 全　体

企業型

個人型
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Ⅰ．加入状況について（２）
主要理由に限定して年代別に比較すると、２０歳代、３０歳代の年代ほど「自ら
資金運用する良い機会」を選択する比率が高い。５０歳代では、「公的年金だけ
では老後生活が不安」を選択する比率が高い。

　年代別　加入理由

39.3

16.7

40.0
28.6
39.1 39.5

27.3

53.8 50.0

32.9

16.7

23.3

22.4

32.6 31.6

40.9

51.3

33.3

33.3

50.0

55.1

34.8
23.7

13.6

7.7

5.630.6

0

20

40

60

80

100

120

 全
　
体

20
～
24
歳

25
～
29
歳

30
～
34
歳

35
～
39
歳

40
～
44
歳

45
～
49
歳

50
～
54
歳

55
～
59
歳

公的年金だけでは老後生活が不安 税金等考慮して老後資産形成有利

自ら資金運用する良い機会
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Ⅱ．投資教育について（１）
「投資教育の実施主体」を加入形態別に見ると、「企業型」では「自社」７２．８％と「運営管
理機関」４６．４％の比率が高い。「個人型」を全体で見ると、「運営管理機関」と「その他」
の比率が高い他、「不明」とする回答も多い。「個人型」の中で比較すると、「個人型第２
号」で「自社」２４．２％の他、「専門機関」１２．１％の比率が高い。

　投資教育の実施主体

72.8

46.4

7.5
2.0 2.05.0 8.3

28.3 28.3
24.2

12.1

35.0
33.3

24.2

12.1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

自社 運営管理機関 専門機関 その他  不　明

企業型　計 個人型第１号 個人型第２号
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Ⅱ．投資教育について（２）

「制度内容」「加入手続き」「資産運用方法」そして「運用商品」などの理解度を４段階評価

で質問した結果を、加入形態別に比較している。「制度内容の理解度」について、「十分理
解できた」比率は、「個人型第１号」３１．０％で最も高く、「企業型一律適用者」１０．７％で
最も低くなっている。逆に、「あまり理解できなかった」「全く理解できなかった」の合計比率
は、「企業型加入者」に比較して「個人型加入者」において相対的に低くなっている。

制度内容の理解度

10.7 14.6
31.0

15.0

52.2 56.3

48.3

65.0

24.5 23.8 13.8 20.0
3.1 2.0 3.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

企業型　一律適
用者

企業型　希望加
入者

個人型第１号 個人型第２号

 不　明

全く理解できなかった

あまり理解できなかった

理解できた

十分理解できた
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Ⅱ．投資教育について（３）
「資産運用方法の理解度」について、「十分理解できた」比率は「個人型加入者」でかなり

高く、「希望加入者」で１１．３％、「一律適用者」で６．３％となっている。また、「あまり理解
できなかった」「全く理解できなかった」の合計比率は、「一律適用者」と「個人型第２号」で
４割を超えている。

資産運用方法の理解度

6.3 11.3
27.6 25.0

42.3
50.0

48.3

30.0

37.2

31.3
17.2

45.0

4.1
4.0 3.410.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

企業型　一律適
用者

企業型　希望加
入者

個人型第１号 個人型第２号

 不　明

全く理解できなかった

あまり理解できなかった

理解できた

十分理解できた
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Ⅱ．投資教育について（４）
「運用商品の理解度」について、「十分理解できた」比率は「個人型加入者」でか
なり高く、「希望加入者」で１０．０％、「一律適用者」で６．０％となっている。また、
「あまり理解できなかった」「全く理解できなかった」の合計比率は、「企業型加入
者」で４割を超えている。

運用商品の理解度

6.0 10.0
24.1 25.0

40.3
45.3

55.2
40.0

38.7
36.0

17.2
35.04.8

5.3

10.2 3.3 3.4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

企業型　一律

適用者

企業型　希望

加入者

個人型第１号 個人型第２号

 不　明

全く理解できなかった

あまり理解できなかった

理解できた

十分理解できた
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Ⅲ．運営管理機関のサービスについて（１）
ウェッブ・サイトの利用状況については、「利用した事がある」４２％、「利用した事がない」
５８％となっている。また、利用経験者に限定しても「頻繁に利用する」割合は１割以下に
すぎず、「２～３ヶ月に１回程度」２６％、「ほとんど利用しない」３４％が過半数を占めてい

る。なお下にコールセンターの対応とウェッブ・サイトの使いやすさを比較して纏めている。

３２不明

１５１３③良くない

７４６５②普通

８％２１％①良い

ウェッブ・サイトの
使いやすさ

コールセンターの
対応
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Ⅲ．運営管理機関のサービスについて（２）
ウェッブ・サイトの利用状況については、加入形態別に利用経験に格差がある。
「利用した事がある」割合は、「希望加入者」５９％で最も高く、「一律適用者」４
０％、「個人型加入者」２２％の順である｡

ウェッブ・サイトの利用状況
内側は「一律適用者」中間は「希望加入者」外側は「個人型加入者」

40%

60% 59%

41%

22%

78%

利用した事がある 利用した事はない
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Ⅲ．運営管理機関のサービスについて（３）
これを年代別に見ると、「利用経験あり」は平均的に４割前後であるが、
２０歳代前半で２５．０％、５０歳代後半で１０．３％と低くなっている反面、
３０歳代前半で５２．１％と高くなっている。

年代別　ウェッブ・サイトの利用状況

41.8
25.0
40.9
52.1 44.8 47.1 40.6 35.5

10.3

58.1
75.0
59.1
47.9 55.2 52.9 59.4 62.9

89.7

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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歳
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～
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～
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歳

40
～
44
歳

45
～
49
歳

50
～
54
歳

55
～
59
歳

利用した事がある 利用した事はない
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Ⅲ．運営管理機関のサービスについて（４）
ウェッブ・サイトの理解度を年代別に見ると「十分理解できた」割合は４０歳
代で高くなっている。一方「あまり理解できなかった」「全く理解できかっ
た」の合計比率は４０歳代後半と５０歳代前半でやや高い傾向にある。

　年代別　ウェッブ・サイトの理解度

25.1
13.3
22.2 27.9

35.0 38.5 27.3

51.4
62.2
57.1 46.5

45.0 34.6

36.4

18.7 22.2 14.3 18.6
17.5 26.9

22.7

4.5
4.73.22.4
2.52.4 2.2 3.2 2.3 9.1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 全
　体
25
～
29
歳
30
～
34
歳
35
～
39
歳
40
～
44
歳
45
～
49
歳
50
～
54
歳
 不　明

全く理解できなかった

あまり理解できなかった

やや理解できた

十分理解できた
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Ⅳ．資産運用等の状況について（１）
確定拠出年金への掛金月額を加入形態別に比較すると、「企業型」では１４，１
２２円（３８５人）、「個人型」では２４，３２７円（８５人）である。また、「希望加入
者」で１６，９３３円（１１８人）と平均値１６，０８３円をやや上回っており、「一律適
用者」では１２，８８０円（２６７人）とそれを下回っている｡

確定拠出年金掛金額　（月額）

16,083
14,122

12,880

16,933

24,327

31,191

12,617

¥0

¥5,000

¥10,000

¥15,000

¥20,000

¥25,000

¥30,000

¥35,000

 全
　
体

企
業
型
　
計

企
業
型
一
律
加
入
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企
業
型
希
望
加
入
者

個
人
型
  計

個
人
型
第
１
号

個
人
型
第
２
号
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Ⅳ．資産運用等の状況について（２）
「ウェッブ・サイトの利用経験者」では１７，０２５円と平均値１
６，０８３円を上回るのに対して、「ウェッブ・サイトの未利用
者」は１４，９６１円と下回っている。

確定拠出年金掛金額（月額)

16,083

17,025

14,961

¥10,000

¥11,000

¥12,000

¥13,000

¥14,000

¥15,000

¥16,000

¥17,000

¥18,000

 全　体 利用経験者 未利用者
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Ⅳ．資産運用等の状況について（３）
運用商品類型毎の資産残高割合について、加入形態別に比較すると、
「企業型」では「預貯金」３２％と「株式投資信託」４６％の比率が高く、反
面「公社債投資信託」６％と「保険商品」８％の比率がやや低い。

運用残高割合　企業型と個人型
内側は「全体」、中間は「企業型」、外側は「個人型」

31%

1%
6%

44%

3%
4%

9% 2%

32%

1%

6%
46%

3%
4%
8% 0% 23%

1%

8%

37%

3%

5%

13%

10%

預貯金

信託商品

公社債投信

株式投信

債券

株式

保険商品

商品類型不明
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Ⅳ．資産運用等の状況について（４）
ウェッブ・サイトの利用経験の有無で比較すると、「公社債投資信託」８％、「株
式投資信託」５５％などで、「ウェッブ・サイトの利用経験者」の比率が「ウェッブ・
サイトの未利用者」の比率を上回っている。これに対して、「預貯金」と「保険商
品」などで、後者の比率が前者の比率を上回っている。

運用残高割合　ウェッブ・サイトの利用有無
内側は「全体」、中間は「利用経験者」、外側は「未利用者」

31%

1%
6%

44%

3%
4%
9% 2%

21%

1%

8%

55%

4%
3%
7% 1%

39%

1%
5%

35%

3%

4%

10%
3%

預貯金

信託商品

公社債投信

株式投信

債券

株式

保険商品

 商品類型不明
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Ⅳ．資産運用等の状況について（５）
ここでは、ウェッブ・サイトの利用経験別に資産残高割合の相違を検証
している。なお、ウェッブ・サイトの利用経験者＝１、未利用者＝０である。

1.548 18.37 6.80 2081

1.542 0.0035348.606 23.85 10.00 2140保険比率

-0.128 16.10 3.70 2081

-0.129 0.7805570.078 14.63 3.50 2140株式比率

-1.194 13.59 3.63 2081

-1.197 0.0242935.110 11.43 2.17 2140債券比率

-5.011 38.53 54.88 2081

-5.011 0.9307630.008 38.22 36.15 2140株投比率

-1.375 17.32 6.94 2081

-1.380 0.0091006.867 12.68 4.91 2140公社比率

-0.371 10.49 1.32 2081

-0.374 0.4350250.611 6.58 1.00 2140信託比率

5.382 32.38 21.79 2081

5.362 9.29E-1144.187 42.21 41.47 2140預金比率

t 値有意確率F 値標準偏差平均値Nウェッブ
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運用商品選択のトピック

運用商品の選択に
影響する要因

従業員の個人属性
性別や加入形態

企業属性
既存の退職給付制度

個別の運用商品についてみれば、ウェッブ・サイト利用状況のほか、
掛金月額や帰属企業の導入割合なども選択行動に影響している

運用商品に関する理解度も、預貯金比率や債券比率を引き下げる

一方、株式投資信託比率を引き上げる要因として作用している
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適合度221.178291サンプル数

-2.509**-0.942帰属企業の導入割合

0.8640.089確定拠出年金の掛金月額

-1.771*-0.246ウェッブの利用経験ダミー

0.2810.054コールセンターの
利用経験ダミー

0.6780.124加入形態ダミー
（一律加入０、希望加入１）

-2.656**-0.402性別ダミー

0.7610.030年齢ダミー

-2.406**-0.331運用商品の理解度ダミー

-2.295**-0.408退職一時金

-0.478-0.090適格退職年金

-3.402**-0.655厚生年金基金

0.6660.543定数

ｔ値係数説明変数

預貯金運用商品の選択

(** ; p<0.05 、* ; p<0.10)
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適合度168.128291サンプル数

1.1150.364帰属企業の導入割合

-0.086-0.008確定拠出年金の掛金月額

0.9290.113ウェッブの利用経験ダミー

0.6650.116コールセンターの
利用経験ダミー

-0.237-0.036加入形態ダミー
（一律加入０、希望加入１）

2.274**0.341性別ダミー

-0.097-0.003年齢ダミー

1.3500.162運用商品の理解度ダミー

2.007**0.320退職一時金

0.9100.159適格退職年金

2.477**0.395厚生年金基金

-2.428**-1.837定数

ｔ値係数説明変数

株式投資信託運用商品の選択

(** ; p<0.05 )
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適合度
187.460

291サンプル数

0.2370.183帰属企業の導入割合

1.2900.312確定拠出年金の掛金月額

-0.153-0.039ウェッブの利用経験ダミー

-0.620-0.292コールセンターの
利用経験ダミー

-2.133**-0.897加入形態ダミー
（一律加入０、希望加入１）

0.6420.200性別ダミー

-2.192**-0.210年齢ダミー

0.9970.257運用商品の理解度ダミー

-0.382-0.153退職一時金

0.1400.052適格退職年金

2.497**0.751厚生年金基金

-2.316**-3.996定数

ｔ値係数説明変数

株式運用商品の選択

(** ; p<0.05 )
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年金システムの再構築

従業員ニーズに合わせたカフェテリア型プラン、生活支援型プラン

成果主義の反映や事業形態の変革に適合可能な年金プラン設計

人口・経済変動リスクへの対処の変化

成長に寄与する年金（保障）のあり方の模索

所得保障機会の多様化

働き方、家族形態そしてライフスタイルの多様化に整合的なシステムの構築


